
船舶事故等調査報告書 

                                    平成２３年２月２４日 

                             運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１０門第１７４号 

事故等種類 乗揚 

発生日時 平成２２年１１月１６日 ０２時４６分ごろ 

発生場所 大分県姫島村 姫島灯台から真方位２４７°１.４海里付近 

（概位 北緯３３°４３.３′ 東経１３１°４０.５′） 

事故等調査の経過  平成２２年１１月１９日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事

務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

貨物船 誠
せい

海
かい

丸、４９９トン 

１４００６９、誠洋汽船株式会社 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整

備支援機構（船舶所有者）、日鐵物流株式会社（運航者） 

 乗組員等に関する情報 船長、四級海技士（航海） 

一等航海士、四級海技士（航海） 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船：球状船首に破口、船首部船底に擦過傷 

 事故等の経過  本船は、船長及び一等航海士ほか３人が乗り組み、姫島南方沖を真方位

約３２０°の針路、約１１.５ノットの対地速力で、自動操舵により航行

中、船橋当直中の一等航海士が居眠りに陥り、平成２２年１１月１６日０

２時４６分ごろ、姫島村東浦漁港（大海地区）大海東沖防波堤の周囲に敷

設された消波ブロック（以下「本件消波ブロック」という。）に船首部を

乗り揚げた。 

気象・海象  

 

気象：天気 晴れ、風 ほとんどなし、視界 良好 

海象：波高 数十㎝、潮汐 上げ潮の中央期 

その他の事項  一等航海士は、十分に休養を取り、疲れはなかった。 

 本船は、居眠り防止装置が設置されていたが、事故当時、不具合が生じ

て使用されていなかった。 

 本船の喫水は、船首約３.６２ｍ、船尾約４.７０ｍであった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 本船は、姫島南方沖を航行中、船橋当直中の一

等航海士が、椅子に座った姿勢で自動操舵で操船

していたことから、居眠りに陥った可能性がある

と考えられる。 

 一等航海士は、眠気を催したものの、今まで居

眠りをしたことがなかったので、眠気を我慢でき

ると思い込み、椅子に座った状態で操船していた

ものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、姫島南方沖を自動操舵で航行中、船橋当直中

の一等航海士が居眠りに陥ったため、本件消波ブロックに乗り揚げたこと



により発生したものと考えられる。 

 




